
瀬戸市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２６年１２月２４日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第４３号 

瀬戸市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則  

瀬戸市介護保険条例施行規則（平成１２年瀬戸市規則第１３号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（特例居宅介護サービス費等の額） （特例居宅介護サービス費等の額） 

第６条 法第４２条第３項に規定する特例居宅介

護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこ

れに相当するサービスについて法第４１条第４

項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定

した費用の額（その額が現に当該居宅サービス

又はこれに相当するサービスに要した費用（特

定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介

護、通所リハビリテーション、短期入所生活介

護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活

介護並びにこれらに相当するサービスに要した

費用については、食事の提供に要する費用、滞

在に要する費用その他の日常生活に要する費用

として省令第６１条で定める費用を除く。）の

額を超えるときは、当該現に居宅サービス又は

これに相当するサービスに要した費用の額とす

る。）の１００分の９０に相当する額とする。 

第６条 法第４２条第３項に規定する特例居宅介

護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこ

れに相当するサービスについて法第４１条第４

項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定

した費用の額（その額が現に当該居宅サービス

又はこれに相当するサービスに要した費用（通

所介護、通所リハビリテーション、短期入所生

活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同

生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこ

れらに相当するサービスに要した費用について

は、食事の提供に要する費用、滞在に要する費

用その他の日常生活に要する費用として省令第

６１条で定める費用を除く。）の額を超えると

きは、当該現に居宅サービス又はこれに相当す

るサービスに要した費用の額とする。）の１０

０分の９０に相当する額とする。 

 （特例居宅介護サービス計画費の額）  （特例居宅介護サービス計画費の額） 

第７条 法第４７条第３項に規定する特例居宅介

護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又

はこれに相当するサービスについて法第４６条

第７条 法第４７条第２項に規定する特例居宅介

護サービス計画費の額は、当該居宅支援又はこ

れに相当するサービスについて法第４６条第２



第２項の厚生労働大臣が定める基準により算定

した費用の額（その額が現に当該居宅介護支援

又はこれに相当するサービスに要した費用の額

を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこ

れに相当するサービスに要した費用の額とす

る。）に相当する額とする。 

項の厚生労働大臣が定める基準により算定した

費用の額（その額が現に当該居宅介護支援又は

これに相当するサービスに要した費用の額を超

えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに

相当するサービスに要した費用の額とする。）

に相当する額とする。 

 （居宅介護サービス費等の額の特例）  （居宅介護サービス費等の額の特例） 

第９条 法第５０条に規定する災害その他の省令

第８３条に規定する特別の事情があることによ

り、居宅サービス（これに相当するサービスを

含む。）、地域密着型サービス（これに相当す

るサービスを含む。）若しくは施設サービス又

は住宅改修に必要な費用を負担することが困難

であると認めた要介護被保険者が受ける法第５

０条各号に掲げる介護給付については、次の表

左欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、それぞ

れ同表右欄に定める割合とする。 

第９条 法第５０条に規定する災害その他の省

令第８３条に規定する特別の事情があること

により、居宅サービス（これに相当するサー

ビスを含む。）若しくは施設サービス、特定

福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を

負担することが困難であると認めた要介護被

保険者が受ける法第５０条各号に掲げる介護

給付については、次の表左欄に掲げる特別の

事情の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定め

る割合とする。 

＜省略＞ 
 

＜省略＞ 
 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

（特例特定入所者介護サービス費の額）  （特例特定入所者介護サービス費の額） 

第１０条 法第５１条の４第２項に規定する特例

特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の

提供に要した費用について食費の基準費用額か

ら食費の負担限度額を控除した額（法第５１条

の３第２項第１号に定める額）及び当該居住等

に要した費用について居住費の基準費用額から

居住費の負担限度額を控除した額（法第５１条

の３第２項第２号に定める額）の合計額とす

る。 

第１０条 法第５１条の３第２項に規定する特例

特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の

提供に要した費用について食費の基準費用額か

ら食費の負担限度額を控除した額（法第５１条

の２第２項第１号に定める額）及び当該居住等

に要した費用について居住費の基準費用額から

居住費の負担限度額を控除した額（法第５１条

の２第２項第２号に定める額）の合計額とす

る。 

（特例介護予防サービス費の額） （特例居宅支援サービス費の額） 

第１１条 法第５４条第３項に規定する特例介護

予防サービス費の額は、当該介護予防サービス

又はこれに相当するサービスについて法第５３

条第２項各号の厚生労働大臣が定める基準によ

第１１条 法第５４条第３項に規定する特例居宅

支援サービス費の額は、当該居宅サービス又は

これに相当するサービスについて法第５３条第

２項各号の厚生労働大臣が定める基準により算



り算定した費用の額（その額が現に当該介護予

防サービス又はこれに相当するサービスに要し

た費用（特定介護予防福祉用具の購入に要した

費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所

リハビリテーション、介護予防短期入所生活介

護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特

定施設入居者生活介護並びにこれらに相当する

サービスに要した費用については、食事の提供

に要する費用、滞在に要する費用その他の日常

生活に要する費用として省令第８４条で定める

費用を除く。）の額を超えるときは、当該現に

介護予防サービス又はこれに相当するサービス

に要した費用の額とする。）の１００分の９０

に相当する額とする。 

定した費用の額（その額が現に当該居宅サービ

ス又はこれに相当するサービスに要した費用

（通所介護、通所リハビリテーション、短期入

所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入

所者生活介護並びにこれらに相当するサービス

に要した費用については、食事の提供に要する

費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要

する費用として省令第８４条で定める費用を除

く。）の額を超えるときは、当該現に居宅サー

ビス又はこれに相当するサービスに要した費用

の額とする。）の１００分の９０に相当する額

とする。 

（特例介護予防サービス計画費の額） （特例居宅支援サービス計画費の額） 

第１２条 法第５９条第３項に規定する特例介護

予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援

又はこれに相当するサービスについて法第５８

条第２項の厚生労働大臣が定める基準により算

定した費用の額（その額が現に当該介護予防支

援又はこれに相当するサービスに要した費用の

額を超えるときは、当該現に介護予防支援又は

これに相当するサービスに要した費用の額とす

る。）に相当する額とする。 

第１２条 法第５９条第２項に規定する特例居宅

支援サービス計画費の額は、当該居宅介護支援

又はこれに相当するサービスについて法第５８

条第２項の厚生労働大臣が定める基準により算

定した費用の額（その額が現に当該居宅介護支

援又はこれに相当するサービスに要した費用の

額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又は

これに相当するサービスに要した費用の額とす

る。）に相当する額とする。 

（介護予防サービス費等の額の特例） （居宅支援サービス費等の額の特例） 

第１３条 法第６０条に規定する災害その他の省

令第９７条に規定する特別の事情があることに

より、介護予防サービス（これに相当するサー

ビスを含む。）、地域密着型介護予防サービス

（これに相当するサービスを含む。）又は住宅

改修に必要な費用を負担することが困難である

と認めた居宅要支援被保険者が受ける法第６０

条各号に掲げる予防給付については、次の表左

欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、それぞれ

同表右欄に定める割合とする。 

第１３条 法第６０条に規定する災害その他の省

令第９７条に規定する特別の事情があることに

より、居宅サービス（これに相当するサービス

を含む。）、特定福祉用具の購入又は住宅改修

に必要な費用を負担することが困難であると認

めた居宅要支援被保険者が受ける法第６０条各

号に掲げる予防給付については、次の表左欄に

掲げる特別の事情の区分に応じ、それぞれ同表

右欄に定める割合とする。 



＜省略＞ 
 

＜省略＞ 
 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

（特例特定入所者介護予防サービス費の額） （特例特定入所者支援サービス費の額） 

第１４条 法第６１条の４第２項に規定する特例

特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食

事の提供に要した費用について食費の基準費用

額から食費の負担限度額を控除した額（法第６

１条の３第２項第１号に定める額）及び当該滞

在に要した費用について滞在費の基準費用額か

ら滞在費の負担限度額を控除した額（法第６１

条の３第２項第２号に定める額）の合計額とす

る。 

第１４条 法第６１条の３第２項に規定する特例

特定入所者支援サービス費の額は、当該食事の

提供に要した費用について食費の基準費用額か

ら食費の負担限度額を控除した額（法第６１条

の２第２項第１号に定める額）及び当該滞在に

要した費用について滞在費の基準費用額から滞

在費の負担限度額を控除した額（法第６１条の

２第２項第２号に定める額）の合計額とする。 

  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  


